
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人地域医療機能推進機構（法人番号6040005003798）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

監事（非常勤）

  ②  平成29年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成29年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

別 添

当法人は、中期目標管理法人であり、病院及び介護老人保健施設等の運営等の業務を行っ
ている。役員報酬水準を設定するにあたっては、独立行政法人通則法第50条の2第3項の規定
に基づき、国家公務員（指定職）の給与、民間企業の役員の報酬及び当法人の経営状況等を考
慮している。

当法人では、業績年俸において前年度の業績年俸の額に、前年度の厚生労働大臣の業績評
価を踏まえ、評価結果に応じて100分の80以上100分の120以下の範囲内で理事長が定める割
合を乗じて得た額を支給している。

平成29年度の業績年俸においては、前年度の厚生労働大臣の業績評価を踏まえ100分の100
とした。

役員の基本年俸は、地域医療機能推進機構役員報酬規程により、月例年俸及び
業績年俸から構成されている。月例年俸については、月例給（1,198,000円）に地域
手当（215,640円）を加算して算出している。業績年俸については、次のとおり（Ａ（本
給×前年度の厚生労働大臣の業績評価を踏まえ100分の80以上100分の120以下の
範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額）＋地域手当（Ａ×地域手当の支給割
合を乗じて得た額））算出している。

業績年俸の支給に当たっては、6月及び12月に支給する場合ともにその2分の1の
額に、さらに基準日以前６ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合
を乗じて得た額としている。

なお、平成29年度では、29年度における国家公務員指定職の給与改定に基づき、

業績年俸額の引き上げ（年間0.05月相当）を実施している。

ただし、当法人の経営状況を考慮し、平成26年4月の当法人発足以降、地域手当

の改定（引き上げ）は行っていない。

法人の長と同様、月例年俸及び業績年俸から構成されている。月例年俸について
は、月例給（834,000円）に地域手当（150,120円）を加算して算出し、業績年俸につい
ては、法人の長と同じ基準で算出している。

なお、平成29年度では、法人の長と同様に29年度における国家公務員指定職の給
与改定に基づき、業績年俸額の引き上げ（年間0.05月相当）を実施している。

ただし、当法人の経営状況を考慮し、平成26年4月の当法人発足以降、地域手当
の改定（引き上げ）は行っていない。

役員基本年俸１号俸（月例年俸＋業績年俸額）を常勤の実労働日数で除して日額
を算出し、定例の会議が月５日としてその日数を乗じて得た額としている。



２　役員の報酬等の支給状況
平成29年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

23,228 14,376 6,264 2,588 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

16,298 10,008 4,361
1,801

128
（地域手当）
（通勤手当）

平成30年3月31日 ◇

千円 千円 千円 千円

16,295 10,008 4,361
1,801

125
（地域手当）
（通勤手当）

平成30年3月31日 ◇

千円 千円 千円 千円

16,271 10,008 4,361
1,801

100
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

16,305 10,008 4,361
1,801

134
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

2,880 2,880 － － （　　　　）

千円 千円 千円 千円

2,880 2,880 － － （　　　　）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注３：上記の他、当法人の病院長が本務であるため、役員報酬が支給されない非常勤理事が4人いる。
注４：「地域手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。
注５：Ｃ理事及びＤ理事について、千円未満は四捨五入しているため、総額が内訳の合計とはならない。

C理事

法人の長

A理事

B理事

前職

D理事

就任・退任の状況
役名

B監事
（非常勤）

A監事
（非常勤）

その他（内容）



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】
　当該役員の報酬は、医療の提供を主要な業務とする他法人の役員の報酬
額と比較しても妥当な水準であると考える。また、役員の職務内容の特性や
平成28年度業務実績評価結果を鑑みても妥当な報酬水準であると考える。

当法人は、病院及び介護老人保健施設等の運営等の業務を行っており、
① 地域医療、地域包括ケアの要として、超高齢社会における地域住民の多様なニーズに

応え、地域住民の生活を支えること
② 地域医療の課題の解決・情報発信を通じた全国的な地域医療・介護の向上を図ること
③ 地域医療・地域包括ケアの要となる人材を育成し、地域住民への情報発信を強化する
こと

が求められている。さらに、内部統制や業務の透明性を確保し、社会に対する説明責任を
果たすこととしている。

これらの役割を担う当法人の長は、地域医療に貢献してきた経験、医療者としての豊富な
知識、法人の自立的運営やガバナンス体制の構築強化など強い指導力を有している。当法
人の長の報酬は、類似した事業を行っている他の法人の長の報酬と同程度であることに加
え、平成28年度業務実績評価結果については、11項目中2項目がA評価、9項目がB評価で
あり、この点を踏まえても報酬水準は妥当と考えられる。

当法人は、病院及び介護老人保健施設等の運営等の業務を行っており、
① 地域医療、地域包括ケアの要として、超高齢社会における地域住民の多様なニーズに

応え、地域住民の生活を支えること
② 地域医療の課題の解決・情報発信を通じた全国的な地域医療・介護の向上を図ること
③ 地域医療・地域包括ケアの要となる人材を育成し、地域住民への情報発信を強化する

こと
が求められている。さらに、内部統制や業務の透明性を確保し、社会に対する説明責任を
果たすこととしている。

当法人の理事は、管理・労務・経営指導、医療・看護・介護・地域包括ケア、病院経営・総
合診療医・ＩＴ、広報について各職務を担当し、理事長を補佐してそれぞれの職務を適正か
つ効率的に行い、当該担当職務に関して関係職員を指揮監督する役割を担っている。

理事の報酬は、類似した事業を行っている他の法人の理事の報酬と同程度であることに加
え、平成28年度業務実績評価結果については、11項目中2項目がA評価、9項目がB評価で
あり、この点を踏まえても報酬水準は妥当と考えられる。

当法人は、病院及び介護老人保健施設等の運営等の業務を行っており、
① 地域医療、地域包括ケアの要として、超高齢社会における地域住民の多様なニーズに

応え、地域住民の生活を支えること
② 地域医療の課題の解決・情報発信を通じた全国的な地域医療・介護の向上を図ること
③ 地域医療・地域包括ケアの要となる人材を育成し、地域住民への情報発信を強化する

こと
が求められている。さらに、内部統制や業務の透明性を確保し、社会に対する説明責任を
果たすこととしている。

当法人の監事は、理事長及び会計監査人と連携して意思疎通を図り、監事監査の実施によ
りその結果を業務に反映させ、公正中立に法人運営の適正な執行を担保する役割を担ってい
る。

監事の報酬は、当法人と類似した事業を行っている他の法人の監事の報酬と同程度であり、
この点を踏まえても報酬水準は妥当と考えられる。



４　役員の退職手当の支給状況（平成29年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

2,443 2 2 H28.5.31 1.2

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

理事A

監事A
（非常勤）

法人の長

法人での在職期間



５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

該当者なし

在任期間2年2月における業績を踏まえ、厚生労働大臣により決定された業績勘案率1.2で支
給した。

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし監事A
（非常勤）

法人の長

理事A

判断理由

当法人では、業績年俸において前年度の業績年俸の額に、前年度の厚生労働大臣の業績評価を踏
まえ、その評価結果に応じて100分の80以上100分の120以下の範囲内で理事長が定める割合を乗じ
て得た額を支給している。今後も引き続き、法人及び役員の業績に応じた適正な役員報酬となるような
仕組みを継続していくこととしている。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び平成29年度における主な改定内容

  当法人の職員の給与水準は、独立行政法人通則法第50条の10第3項の規定に基づき、一般職
の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、
当該中期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考
慮しつつ、労働組合との交渉により決定している。
　人件費管理は、中期計画において、「良質な医療を効率的に提供していくため、医師、看護師等
の医療従事者数については、医療等を取り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応する。」、「技能職
等の職種については、業務の簡素化・迅速化、アウトソーシング化等による効率化を図る。」、「他
の独立行政法人や公的病院などの給与水準を踏まえた適正な給与水準とする。」こととしており、
当該計画に基づき適正な人員配置に努めるとともに、業務委託についてもコスト低減に十分配慮
した有効活用を図ること等により、人件費率と委託費率を合計した率について、業務の量と質に応
じた病院運営に適正な率を目指す。

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

  当法人は、平成26年4月の法人発足時より評価制度を導入しており、業績年俸、業績手当、昇給
に反映させている。
  年俸制適用職員にあっては、前年度の業務の実績を考慮し、100分の80から100分の120の範囲
内で定める割合を前年度の業績年俸に乗じて得た額を支給し、その他の常勤職員にあっては、業
績に応じて定める割合を算定基礎額に乗じて得た額（業績反映部分）を支給している。
　また、経常収支が良好な病院に在職する職員に対しては、年度末賞与を支給している。
　昇給については、常勤職員（院長を除く）の勤務成績に応じて、5段階に区分し、反映させてい
る。

  独立行政法人地域医療機能推進機構職員給与規程に則り、基本給及び諸手当（扶養手当、住
居手当、通勤手当、単身赴任手当、地域手当、広域異動手当、寒冷地手当、役職手当、特殊勤
務手当、附加職務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、役職職員特別勤務手
当、医師等派遣手当、業績手当及び医師手当）を支給している。平成29年人事院勧告に基づき、
基本給のベースアップ（官民格差＋0.15％）を実施した。
　業績手当については、基礎的支給部分、業績反映部分及び年度末賞与があり、支給額につい
ては下記のとおりである。
　基礎的支給部分については、基礎的支給部分算定基礎額（基本給月額＋扶養手当の月額＋
地域手当の月額＋広域異動手当の月額+役職加算額＋役付加算額）に6月に支給する場合にお
いては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5（役職手当の支給を受けて
いる職員にあっては、6月に支給する場合においては100分の102.5、12月に支給する場合におい
ては100分の117.5）を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応
じた割合を乗じて得た額としている。
　業績反映部分については、平成29年度人事院勧告に基づき、0.1月分（100分の10）を引き上げ
た。支給額については、役職職員とその他の職員とに区分して、それぞれの標準事業場支給総額
に理事長の定めた割合を乗じて得たそれぞれの支給総額の範囲内で、それぞれに各職員のポイ
ントにより決定される。標準事業場支給総額は、役職職員とその他の職員に区分して、それぞれに
職員の業績反映部分算定基礎額（基本給月額＋基本給月額に対する地域手当の額＋基本給月
額に対する広域異動手当の額+役職加算額＋役付加算額）＋扶養手当の月額＋扶養手当の月
額に対する地域手当の額+扶養手当の月額に対する広域異動手当の額）に標準事業場支給割合
を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得
た額としている。
　年度末賞与については、当該年度の経常収支が良好な病院に在職する職員に対して、算定基
礎額（基準日現在に受けるべき基本給＋基準日現在に受けるべき基本給に対する地域手当の額
並びに広域異動手当額＋役職加算額＋役付加算額）に当該病院の経常収支に応じた支給割合
を乗じ、さらに基準日以前12箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得
た額を支給している。
　また、年俸制適用職員にあっては、業績年俸の額＋扶養手当加算額＋地域手当並びに広域異
動手当の額に業績評価に応じた増減率を乗じ、さらにその者の在職期間に応じた割合を乗じて得
た額を支給している。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

16,066 40.1 5,262 3,954 71 1,308
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,510 44.7 5,601 4,198 98 1,403
人 歳 千円 千円 千円 千円

611 42.7 11,771 9,220 71 2,551
人 歳 千円 千円 千円 千円

8,729 39 4,989 3,726 59 1,263
人 歳 千円 千円 千円 千円

3,701 39.2 5,096 3,832 87 1,264
人 歳 千円 千円 千円 千円

298 47.6 4,765 3,552 82 1,213
人 歳 千円 千円 千円 千円

47 48.9 7,173 5,308 120 1,865
人 歳 千円 千円 千円 千円

190 39.4 4,718 3,531 87 1,187
人 歳 千円 千円 千円 千円

303 47.2 3,767 2,815 59 952
人 歳 千円 千円 千円 千円

677 39.3 3,970 2,989 56 981

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。

注２：上記の「医療職種（病院医師）」については、年俸制が適用される医長以上の医師は含まれない。

注３：「研究職種」及び「教育職種（高等専門学校教員）」については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

注４：平成29年度を通じて在職し、かつ、平成30年4月に在職する職員（休職等により給与が減額された者を除く）の状況である。

注５：非常勤職員については、調査の対象に該当する者がいないため、表を記載していない。

注６：「医療職種（医療技術職）」は、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師等である。

　　　「技能職種（電話交換手等）」は、電話交換手、自動車運転手、ボイラー技士等である。

　　　「教育職種（看護専門学校教員）」は、教員である。

　　　「療養介助職種（看護助手等）」には、看護助手、薬剤助手等である。

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（医療技術職）

事務・技術

医療職種
（病院医師）

うち所定内

技能職種
（自動車運転手等）

平成29年度の年間給与額（平均）
区分

療養介助職種
（看護助手等）

教育職種
（看護専門学校教員）

総額
人員

福祉職種
（MSW・保育士等）

うち賞与平均年齢

常勤職員

介護福祉職種
（介護福祉士等）



　②　職種別支給状況（年俸制適用者）

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

818 54.3 15,679 11,928 103 3,751
人 歳 千円 千円 千円 千円

42 64.2 19,039 14,012 98 5,027
人 歳 千円 千円 千円 千円

776 53.8 15,497 11,815 103 3,682

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。

注２：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

注３：平成29年度を通じて在職し、かつ、平成30年4月に在職する職員（休職等により給与が減額された者を除く）の状況である。

　③　職種別支給状況（再雇用職員）

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

178 62.3 3,605 3,058 83 547
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 62.3 3,405 2,908 146 497
人 歳 千円 千円 千円 千円

78 62.3 3,827 3,245 65 582
人 歳 千円 千円 千円 千円

40 62.2 3,579 3,044 116 535
人 歳 千円 千円 千円 千円

26 62.6 3,272 2,769 80 503
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 61.5 5,079 4,210 243 869
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 62.5 3,278 2,777 70 501
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 62 3,391 2,880 49 511

注１：再雇用職員については、在外職員、任期付職員及び非常勤職員を除く。

注２：上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。

注３：平成29年度を通じて在職し、かつ、平成30年4月に在職する職員（休職等により給与が減額された者を除く）の状況である。

院長

医療職種
（病院医師）

区分

医療職種
（医療技術職）

介護福祉職種
（介護福祉士等）

療養介助職種
（看護助手等）

医療職種
（病院看護師）

再雇用職員

技能職種
（自動車運転手等）

教育職種
（看護専門学校教員）

事務・技術

うち賞与

常勤職員

区分 人員 平均年齢
平成２9年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内

人員 平均年齢
平成２9年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与



②

（事務・技術職員）

（医療職員（病院医師））

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病院看護師）
／）〔在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。以下、④まで同じ。〕
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（医療職員（病院看護師））

③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

・本部課長 13 51.6 9,639

・本部係員 22 31.8 4,324

・地方係長 321 46.5 5,749

・地方係員 795 41.5 4,385

（医療職員（病院医師））

平均
人 歳 千円

・診療科長 447 48.0 13,573

・医師 451 41.3 11,425

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

・看護師長 571 51.4 7,035

・看護師 7,087 36.7 4,612

千円

8,636～5,426

7,004～2,966

千円

17,411～8,421

15,473～7,313

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

11,006～8,670

5,513～3,572

7,344～3,706

6,393～2,495

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病院看護師））
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④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

53.6 53.1 53.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.4 46.9 46.7

％ ％ ％

         最高～最低 57.2～28.2 64.3～15.8 59.6～24.4

％ ％ ％

62.0 60.6 61.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 38.0 39.4 38.7

％ ％ ％

         最高～最低 50.1～9.2 62.9～6.1 57.2～7.2

（医療職員（病院医師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

0.1 0.1 0.1
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 99.9 99.9 99.9

％ ％ ％

         最高～最低 100.0～16.6 100.0～29.7 100.0～24.1

％ ％ ％

60.8 59.0 59.9
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 39.2 41.0 40.1

％ ％ ％

         最高～最低 100.0～10.0 100.0～6.4 100.0～12.1

（医療職員（病院看護師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

53.5 52.3 52.9
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.5 47.7 47.1

％ ％ ％

         最高～最低 59.9～25.2 65.2～19.6 59.4～24.6

％ ％ ％

61.6 59.9 60.7
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 38.4 40.1 39.3

％ ％ ％

         最高～最低 50.1〜9.8 63.0～3.2 57.2～11.0

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（平成29年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／医療職員（病院医師）／医療職員
（病院看護師））

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員
項目

  国家公務員より低い水準である。

・年齢勘案　　　　　　　　　80.0

・年齢・地域・学歴勘案　　　83.4

（主務大臣の検証結果）
　国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられ
る。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

・年齢・地域勘案　　　　　　82.8

・年齢・学歴勘案　　　　　　80.8

（給与水準の妥当性の検証）
【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　なし】
【累積欠損額　なし（平成２８年度決算）】
【管理職の割合　21.5％（常勤職員数1,510 名中324名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　44.2％（常勤職員数1,510名中668名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　27.2％（支出総額5,481
億円、給与・報酬等支給総額1,489億円：平成28年度決算）】

（法人の検証結果）
  平成29年度における数値が、国家公務員より低くなっている理由として
は、各病院の経営状況により賞与の支給率が決定されるため、年間4.4月に
満たない病院があること、経営状況を踏まえ地域手当の支給割合を抑制して
いること、職員に占める大卒以上の高学歴者の割合が44.2％と国（56.8％）
と比較して低くなっていることなどが考えられ、適正なものと判断する。
注）国の職員に占める大卒以上の高学歴者の割合は、平成29年国家公務員給
与等実態調査（行政職（一））の公表データより算出

対国家公務員
指数の状況

内容

  引き続き、国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与及び当法人と類似
した事業を実施している独立行政法人の職員の給与等を考慮し、適切に対応
していく。

　給与水準の妥当性の
　検証



○医療職員（病院医師）

・年齢・学歴勘案　　　　　　102.6

・年齢・地域・学歴勘案　　　104.4

　給与水準の妥当性の
　検証

（給与水準の妥当性の検証）
【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 なし】
【累積欠損額 なし（平成28年度決算）】
【大卒以上の高学歴者の割合　100％】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　27.2％（支出総額5,481
億円、給与・報酬等支給総額1,489億円：平成28年度決算）】
【管理職の割合　57.2％（常勤職員数1,429名中818名）】

（法人の検証結果）
  平成29年度の数値は国家公務員の給与水準を上回っているが、当法人の主
たる事業かつ使命でもある地域医療の提供には、医師の確保が不可欠であ
り、医療の質の向上、安全の確保等を考慮すると、少なくとも現在の医師の
給与水準は最低限必要であると考えている。
  また、病院事業の特性から病院内の診療科ごとに管理する職員を配置する
必要があるため、管理職員に対して支給する役職手当の支給対象者の割合が
57.2％と、国（32.4％）よりも高くなっていることも国家公務員の給与水準
を上回っている理由のひとつと考えられる。

（主務大臣の検証結果）
　医師の確保は、医療の質の向上、安全の確保等に不可欠であり、
また、病院経営上においても、医業収益等の確保にかかる基本的か
つ重要な事項であるため、医師の給与水準については、特に配慮す
べきと考えられる。
　今後とも、医師の確保状況等を考慮した上で、より適正な給与水
準の在り方について、必要な検討を進めていただきたい。

講ずる措置

  引き続き、国家公務員の医師の給与、民間医療機関の医師の給与及び当法
人と類似した事業を実施している独立行政法人の医師の給与等を考慮しなが
ら、医師確保の状況と併せて検討し、適切に対応していく。

・年齢勘案　　　　　　　　　102.6

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

項目 内容

・年齢・地域勘案　　　　　　104.4

①本調査の対象となる医師のうち、管理職員に対して支給する役職手当の支
給対象者の割合が国よりも高いこと。（国の俸給の特別調整額対象人員割
合：32.4%、当法人の役職手当対象人員　割合：57.2%）
注）国の俸給の特別調整額対象人員割合は、平成29年国家公務員給与等実態
調査（医療職（一））の公表データより算出

②医長以上の年俸制適用職員において、勤務成績が良好な場合、業績年俸を
最大1.2倍まで増額できる仕組みを導入しており、勤勉手当部分だけが対象
となる国よりも人事評価による増額の対象範囲が広いこと。



○医療職員（病院看護師）

講ずる措置
　引き続き、国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与及び当法人と類似
した事業を実施している独立行政法人等を考慮し、適切に対応していく。

　給与水準の妥当性の
　検証

（給与水準の妥当性の検証）
【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　なし】
【累積欠損額　なし（平成２８年度決算）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　27.2％（支出総額5,481
億円、給与・報酬等支給総額1,489億円：平成28年度決算）】
【管理職の割合　7.8％（常勤職員数　8,729 名中　680名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　13.4％（常勤職員数8,729名中1,168名）】

（法人の検証結果）
　平成29年度における数値が、国家公務員より低くなっている理由として
は、各病院の経営状況により賞与の支給率が決定されるため、年間4.4月に
満たない病院があること、経営状況を踏まえ地域手当の支給割合を抑制して
いることも水準が低くなっている理由のひとつと考えられる。

（主務大臣の検証結果）
　国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられる。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　96.2

・年齢・地域勘案　　　　　94.4

・年齢・学歴勘案　　　　　95.5

・年齢・地域・学歴勘案　　94.1
   国家公務員より低い水準である。



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円

(D)
千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

福利厚生費
21,266,068 21,474,427 22,142,384 22,344,483

8,406,980

  平成26年4月の法人発足当初より業績評価制度を導入し、業績年俸、業績手当
及び昇給において反映させているところであり、今後も継続していく予定であ
る。

給与、報酬等支給総額
148,901,953145,477,149132,647,676

○ ２２歳（大卒初任給、独身）
　　月額 179,200円 年間給与2,938,880円
○ ３５歳（本部係長、配偶者・子１人）
　　月額 342,938円 年間給与5,615,858円
○ ５０歳（本部課長、配偶者・子２人）
　　月額 582,016円 年間給与9,276,156円

区　　分

7,170,004

400,418 485,159 659,102 1,000,568

148,618,627

180,110,419 180,774,365174,614,118161,484,166

退職手当支給額

7,177,383

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。

最広義人件費

非常勤役職員等給与
8,810,687



総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

特になし

①主な増減要因
○「給与、報酬等支給総額」の主な増減要因
・常勤職員373人の減（年間平均支給人員数 24,351人→23,978人 ）によるため。

○「退職手当支給額」の主な増減要因
・勤続年数の増等に伴い、１人当たりの平均支給額が増加したため。

②「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について（平成24年8月7日閣議決定）」及び「公務員の給
与改定に関する取扱いについて（平成29年11月17日閣議決定）」に基づき、以下の措置を講じた。

○役員に関する講じた措置の概要：役員退職手当計算式に、退職日に応じて下記の率を乗じて得た額と
する。

：平成26年 7月 1日 ～ 100分の86.35
：平成30年 1月 1日 ～ 100分の83.7

○職員に関する講じた措置の概要：職員退職手当計算式に、退職日に応じて下記の率を乗じて得た額と
する。

：平成26年 7月 1日 ～ 100分の87
：平成30年 4月 1日 100分の83.7
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